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着替えは労働時間だ！！ 

制服で居酒屋に入れますか？ 

制服で電車通勤出来ますか？ 

会社は「制服で通勤しても良い」「常識内でおとなしく飲むなら（制服のままで）、

居酒屋で飲んでも良い」と言っていますが、そんなことが可能でしょうか。常識内

でおとなしく飲むとはどの程度でしょうか。外部の人から見れば、ＪＲ社員が仕事

中に飲酒していると思うのは当然ではないでしょうか。制服を着たままで美味しい

お酒を飲めますか？ 

長距離通勤者も少なくない現在、制服で電車に乗車に乗って通勤出来ますか。ス

ーツで仕事をする人は大丈夫でしょう。しかし、大部分の社員は制服で仕事をして

います。出勤時なら、それだけで疲れてしまいます。 

「そうずら！！」 

「三菱重工長崎造船所事件」（最高裁平成１２．３．９判決）では、作業服への着

替え等の時間が「労働時間」となると判断しています。 

着替えは労働時間なのです！！  



 

 


